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パクト化」に向かわせている。 

 一方で、「コンパクトシティ」の目標が目立つ地

方圏では、交通利便性や生活利便性の面でも、「ま

ちなか居住」のメリットをなかなか訴求できない

でいる。東京圏のように流入人口が多いわけでも

なく、すでに持家比率も高い状態では、新規住宅

需要もまた限りがある。 

 発想を変えれば、最高路線価の高さで地方都市

の経済力を推し量る意味を疑ってみる必要もあり

そうだ。どういう都市が居住者にとって住みやす

いか。その答えはひとつではなさそうだ。 
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１ はじめに 

 

商業ビル部門でサステナブル不動産（持続可能な

不動産）を普及させていくためには、２つの鍵と

なる問題があるといわれている。第１は、新規ビ

ルだけでなく、ストックの大半を占める既存ビル

に焦点を置く必要があること、第２は、特にテナ

ントビルでは、ビル本体だけでなく、テナント部

分を含めたビル全体の持続可能性に焦点を置く必

要があることである。テナントビルでは内装はテ

ナントが行い、また、ビルのパフォーマンスはテ

ナントの行動に左右されるので、ビル全体がサス

テナブルであるためには、テナント部分も含めて

サステナブルでなければならない。 

従って、商業ビル部門、特にテナントビルにおけ

るサステナブル不動産の実現のためには、ビルオ

ーナーとテナントとの協働が不可欠であるが、そ

のためには伝統的なリースのあり方に文化的な変

革が必要であるともいわれており、サステナビリ

ティの概念を組み込んだ新たなリース（グリーン

リース）に関する取組みが行われている。 

本稿は、このようなグリーンリースの取組みに関

して、特にオーストラリアにおける状況を、関係

制度の概要や事例も含めて紹介する。 

 

 

２ グリーンリースとは 

 

グリーンリースとは持続可能性（サステナビリテ

ィ）の概念を組み込んだリースであるとされてい

るが、発展途上のコンセプトであり、それだけで

はかなり抽象的なので、ここでは、伝統的なリー

スにおいて具体的にどのようなことが問題となり

うるのかをみることで、グリーンリースにおける

課題を明らかにする。 

 

（１）インセンティブの分断(split incentives) 

インセンティブの分断の問題は、テナントビルに

限らず、一般に、投資の実施とそれによる便益の

享受が当事者間で適切に割り振られていない場合

に発生する。テナントビルについてみると、リー

ス契約の構成にもよるが、ビルオーナーとテナン

トのいずれもが、省エネ投資等に関するインセン

ティブを有しないということがありうる[1]。例え

ば、ビルオーナーが省エネ等のための投資を行っ

ても、それを賃料の値上げで回収できない限り、

テナントの管理費負担だけが軽減されるというこ

とが起こりうる。 

このような問題に対応するため、オーナーとテナ

ントが協働して省エネ投資等に取り組むことがで

きるような動機付けが重要となる。 

 

（２）テナントにとってのメリット 

グリーンリースにすることでテナント側に具体

的なメリットがなければ、テナントは付いて来な

い。サステナブルビルでは光熱費の節約による直

接的なメリットが期待できるが、それに留まらず、

テナント側においても企業の社会的責任（CSR）へ

の貢献、企業イメージの向上、オフィスの執務環

境の改善とそれによる生産性の向上などのメリッ
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トがあることが強調されており、また、そのよう

なメリットを積極的に評価するようにテナントの

意識も変化しつつある。 

 

（３）テナントの協力の必要性 

上述のようにビル全体がサステナブルであるた

めには、テナント部分も含めてサステナブルであ

ることが必須である。そのためには、通常のリー

ス契約以上にテナントの協力が不可欠であり、テ

ナントの行為を制約する必要が生じる場合もある。

このことは、特に当該ビルがグリーンビル等に関

する格付けの対象となっている場合に、より詳細

な内容のものとなりうる。 

具体的には、テナントの内装に関して特定の仕様

や設備を用いること、エネルギー・水使用の合理

化、廃棄物のリサイクル等について日常的なルー

ルを設けること、エネルギー等の使用実態につい

て定期的にオーナーがモニタリングすることなど

について、リース契約によって推奨又は義務付け

がなされる可能性がある。 

 

（４）紛争処理 

紛争処理は通常のリース契約でも必要であるが、

グリーンリースの場合、例えば、ビルの格付けの

維持に関する責任分担、必要な省エネ対策等につ

いて技術的、専門的な調整が必要となる可能性が

あり、紛争処理について特別の規定や仕組みを設

けることが必要となりうる。 

 

 

３ 建築物の環境性能認証制度 

 

グリーンリースの背景となる制度として、オース

トラリアにおける建築物の環境性能認証制度の概

要を記す。オーストラリアにおいて代表的なもの

は、NABERS(オーストラリア建築環境格付け制度)

及びグリーンスター(Green Star)の２つである。

前者は、建築物の運用に伴う実際のエネルギー消

費、環境への影響等に基づいたアウトカムベース

の手法であり、後者は、建築物の設計仕様等に基

づいたデザインベースの手法である[3]。 

 

（１）NABERS（オーストラリア建築環境格付け制

度） 

NABERS（National Australian Built Environment 

Rating System）は、オーストラリアの全国的な制

度であるが、制度の開発・運営は、シドニーなど

の都市があるニューサウスウェールズ州政府（環

境・気候変動省）が、連邦政府、他の州政府に代

わって行っている[4]。 

対象建築物は、現在は、オフィス、住宅、ホテル、

小売（ショッピングセンター）であり、学校及び

病院が開発中である。オフィスに関する対象分野

は次のとおりであり、格付けは、最高が星５で、

星 2.5が平均水準である。 

NABERS Energy エネルギー 

*以前の ABGR(Australian Building 

Greenhouse Rating)を引き継いだもの。 

NABERS Water 水 

NABERS Waste 廃棄物 

NABERS Indoor Environment 室内環境 

NABERS Transport 交通（開発中） 

 

また、特にテナントビルとの関係では、次のよう

にオーナー部分とテナント部分を区分して格付け

することが可能となっている。 

NABERS Base Building ベースビル 

     （オーナーが管理運用している部分） 

NABERS Tenancy テナント部分 

NABERS Whole Building ビル全体 

 

上述のように、NABERS は建築物の実際の運用パ

フォーマンスに基づいた格付けであり、過去 12箇

月の実際の運用実績を踏まえて評価される。従っ

て、本来は既存ビルを対象としたものであるが、

新築ビルについても、パフォーマンスの予測に基

づいて暫定的に格付けを取得することができるよ

うになっている。また、運用実績は継続的に評価

されるので、いったん高い格付けを取得した後で

も、運用実績が悪化すれば格下げされる可能性が
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トがあることが強調されており、また、そのよう

なメリットを積極的に評価するようにテナントの

意識も変化しつつある。 

 

（３）テナントの協力の必要性 

上述のようにビル全体がサステナブルであるた

めには、テナント部分も含めてサステナブルであ

ることが必須である。そのためには、通常のリー

ス契約以上にテナントの協力が不可欠であり、テ

ナントの行為を制約する必要が生じる場合もある。

このことは、特に当該ビルがグリーンビル等に関

する格付けの対象となっている場合に、より詳細

な内容のものとなりうる。 

具体的には、テナントの内装に関して特定の仕様

や設備を用いること、エネルギー・水使用の合理

化、廃棄物のリサイクル等について日常的なルー

ルを設けること、エネルギー等の使用実態につい

て定期的にオーナーがモニタリングすることなど

について、リース契約によって推奨又は義務付け

がなされる可能性がある。 

 

（４）紛争処理 

紛争処理は通常のリース契約でも必要であるが、

グリーンリースの場合、例えば、ビルの格付けの

維持に関する責任分担、必要な省エネ対策等につ

いて技術的、専門的な調整が必要となる可能性が

あり、紛争処理について特別の規定や仕組みを設

けることが必要となりうる。 

 

 

３ 建築物の環境性能認証制度 

 

グリーンリースの背景となる制度として、オース

トラリアにおける建築物の環境性能認証制度の概

要を記す。オーストラリアにおいて代表的なもの

は、NABERS(オーストラリア建築環境格付け制度)

及びグリーンスター(Green Star)の２つである。

前者は、建築物の運用に伴う実際のエネルギー消

費、環境への影響等に基づいたアウトカムベース

の手法であり、後者は、建築物の設計仕様等に基

づいたデザインベースの手法である[3]。 

 

（１）NABERS（オーストラリア建築環境格付け制

度） 

NABERS（National Australian Built Environment 

Rating System）は、オーストラリアの全国的な制

度であるが、制度の開発・運営は、シドニーなど

の都市があるニューサウスウェールズ州政府（環

境・気候変動省）が、連邦政府、他の州政府に代

わって行っている[4]。 

対象建築物は、現在は、オフィス、住宅、ホテル、

小売（ショッピングセンター）であり、学校及び

病院が開発中である。オフィスに関する対象分野

は次のとおりであり、格付けは、最高が星５で、

星 2.5が平均水準である。 

NABERS Energy エネルギー 

*以前の ABGR(Australian Building 

Greenhouse Rating)を引き継いだもの。 

NABERS Water 水 

NABERS Waste 廃棄物 

NABERS Indoor Environment 室内環境 

NABERS Transport 交通（開発中） 

 

また、特にテナントビルとの関係では、次のよう

にオーナー部分とテナント部分を区分して格付け

することが可能となっている。 

NABERS Base Building ベースビル 

     （オーナーが管理運用している部分） 

NABERS Tenancy テナント部分 

NABERS Whole Building ビル全体 

 

上述のように、NABERS は建築物の実際の運用パ

フォーマンスに基づいた格付けであり、過去 12箇

月の実際の運用実績を踏まえて評価される。従っ

て、本来は既存ビルを対象としたものであるが、

新築ビルについても、パフォーマンスの予測に基

づいて暫定的に格付けを取得することができるよ

うになっている。また、運用実績は継続的に評価

されるので、いったん高い格付けを取得した後で

も、運用実績が悪化すれば格下げされる可能性が

ある。 

現在、オーストラリア全国のオフィス・スペース

のうち40％以上が NABERS Energy による格付けを

取得しており、近い将来に、全ての商業ビルの取

引時点において、NABERS Energy による格付けの

開示が義務付けられる可能性がある[3]。 

 

（２）グリーンスター(Green Star) 

グリーンスターは、オーストラリア・グリーンビ

ルディング協議会（GBCA： Green Building Council 

of Australia）が開発・運営している格付け制度

である。対象建築物は、オフィス、集合住宅、リ

テイルセンター、病院、学校等である。格付けは、

最高が星６であり、星４から６までの格付けがあ

る（星３以下の評価となる場合は格付けされない）

[5]。 

グリーンスターはデザインベースの手法であり、

オフィスについても基本的に新築ビルを対象とす

るが、改装の場合も対象となりうる。また、既存

ビルについてパイロット版の評価ツールが開発さ

れている。さらに、内装部分のみの評価ツールも

開発されている。オフィスに関する現在の評価ツ

ールは、次のとおりである。 

Green Star – Office V3  オフィスビル 

* 以前は、Design(設計）と As Built（竣工）

に分かれていたものが統合された。 

Green Star – Office Existing Building  

Extended  Pilot 既存オフィスビル パイロッ

ト版 

Green Star – Office Interiors V1.1  オフィス

内装 

 

 

４ グリーンリース特約（連邦政府） 

 

オーストラリア連邦政府は、『オーナー、マネー

ジャー及びテナントのための ESD（環境的に持続可

能な開発）運用ガイド』と題するガイドブックを

公表している[3]。そこで紹介されている取組みの

うち、以下では、特に連邦政府機関が自ら直接関

与しているものとして、グリーンリース特約につ

いて記す。 

オーストラリアの連邦政府機関はオフィスを民

間ビルで賃借している場合が多く、連邦政府機関

が締結するリース契約について、連邦の環境・水・

歴史遺産・芸術省（旧環境・水資源省）は、通常

のリース契約に追加するグリーンリース特約

（GLS： Green Lease Schedules）のひな形を定め

ている[6]。賃借するオフィスビルの調達は各機関

が行うが、オフィスビルを選定する場合の条件の

なかにグリーンリース特約を締結することが含ま

れている。 

ひな形は、連邦政府機関が賃借している部分の面

積及びビル全体に占める割合に応じて、Ａ（2,000

㎡以上、100％）、Ｂ（2,000 ㎡以上、99～50％）、

Ｃ（2,000㎡以上、49％以下）、Ｄ（2,000㎡未満）

の４通りがあり、また、リースの形態によって、

１（グロスリース）と２（ネットリース）の２通

りがあるので、計８通りのパターンとなっている。

なお、ここでグロスリースとは、ビルの管理費等

が賃料に含まれている場合（テナントは定額の賃

料以外は負担しない）をいい、ネットリースとは、

テナントが賃料とは別に管理費等を支払う場合を

いう。 

以下、グリーンリース特約の主な内容について記

す。 

 

（１）NABERS格付けの取得・維持 

ひな形のパターンに応じて、オーナー又はテナン

ト（連邦政府機関）が、 NABERS Energy（エネル

ギー）に関する格付けを取得・維持することが要

件となっている。 

 

○GLSひな形 A1・A2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡以上で賃借割合が 100％の場合） 

・ オーナーは、NABERS Whole Building（ビル

全体）について、星 4.5の格付けを取得・

維持することが必要である。 

・ テナント（連邦政府機関）は自ら格付けを

取得しないが、オーナーが上述の格付けを
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取得・維持することを支援する義務がある。

従って、テナント部分について、実質的に

自ら格付けを取得するのと同等の管理を行

う。 

 

○GLSひな形 B1・B2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡以上で賃借割合が 99～50％の場合） 

・ オーナーは、NABERS Base Building（ベー

スビル）について、星 4.5の格付けを取得・

維持することが必要である。従って、オー

ナーは、オーナー管理部分についてのみ責

任を有する。 

・ テナント（連邦政府機関）は、NABERS 

Tenancy（テナント部分）について、星 4.5

の格付けを取得・維持することが必要であ

る。 

 

○GLSひな形 C1・C2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡以上で賃借割合が 49％以下の場合） 

・ オーナーには、格付け取得の義務はない。 

・ テナント（連邦政府機関）は、NABERS 

Tenancy（テナント部分）について、星 4.5

の格付けを取得・維持することが必要であ

る。 

 

○GLSひな形 D1・D2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡未満の場合） 

・ オーナー及びテナント（連邦政府機関）と

もに、格付け取得の義務はない。 

 

（２）ビル管理委員会（Building Management 

Committee） 

GLSひな形 A1・A2及び B1・B2の場合について、

契約開始日から 10営業日以内にビル管理委員会を

設置することが必要とされており、以後、原則と

して四半期ごとに開催する。 

同委員会は、オーナー及びテナント（連邦政府機

関）のエネルギー部門の代表者から構成され、エ

ネルギー管理計画の実施に関する事項その他のグ

リーンリースに係る連絡調整、助言、記録の管理

などを行う。なお、同委員会は、意思決定機関で

はなく、法的な権限を行使するものでもない。 

 

（３）エネルギー管理計画(Energy Management 

Plan) 

GLSひな形 A1・A2、B1・B2及び C1・C2の場合に

ついて、オーナー及びテナント（連邦政府機関）

は、契約開始日から３箇月以内にエネルギー管理

計画に合意・署名することが必要とされており、

原則として２年ごとに見直しを行う。 

エネルギー管理計画では、尐なくとも、ひな形の

パターンに応じてオーナー又はテナントが NABERS

の格付けを維持するために必要な効率的なエネル

ギー管理に関する事項などが定められる。 

 

（４）紛争処理条項 

グリーンリース特約に関して当事者の一方が義

務を履行していないと認めるときは、他方の当事

者は改善通知を行い改善計画について協議する。 

当事者間で協議が整わない場合、いずれかの当事

者の請求により、オーストラリア仲裁人・調停人

協会が専門家を指名する。専門家は、両当事者か

ら主張をきき、解決策を決定する。専門家による

決定は最終的なものであり、両当事者を拘束する

（グリーンリース特約にその旨の規定がある）。当

事者の一方が義務を履行しない場合、他方の当事

者が自ら改善措置を講じ、その費用を相手方に請

求することもできる。この場合、必要があれば、

相手方の管理部分に立ち入ることができる。 

 

 

５ サステナブル不動産ガイド 

 （ニューサウスウェールズ州） 

 

ニューサウスウェールズ州は、サステナブル不動

産の普及を促進するために詳細なガイドブックを

公表している[7]。そのなかで、グリーンリースに

関する章が設けられており、オフィスビルの運用

ルールの参考例が掲載されている。その概要をま

とめると、次のとおりである。 
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取得・維持することを支援する義務がある。

従って、テナント部分について、実質的に

自ら格付けを取得するのと同等の管理を行

う。 

 

○GLSひな形 B1・B2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡以上で賃借割合が 99～50％の場合） 

・ オーナーは、NABERS Base Building（ベー

スビル）について、星 4.5の格付けを取得・

維持することが必要である。従って、オー

ナーは、オーナー管理部分についてのみ責

任を有する。 

・ テナント（連邦政府機関）は、NABERS 

Tenancy（テナント部分）について、星 4.5

の格付けを取得・維持することが必要であ

る。 

 

○GLSひな形 C1・C2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡以上で賃借割合が 49％以下の場合） 

・ オーナーには、格付け取得の義務はない。 

・ テナント（連邦政府機関）は、NABERS 

Tenancy（テナント部分）について、星 4.5

の格付けを取得・維持することが必要であ

る。 

 

○GLSひな形 D1・D2（連邦政府機関の賃借面積が

2,000㎡未満の場合） 

・ オーナー及びテナント（連邦政府機関）と

もに、格付け取得の義務はない。 

 

（２）ビル管理委員会（Building Management 

Committee） 

GLSひな形 A1・A2及び B1・B2の場合について、

契約開始日から 10営業日以内にビル管理委員会を

設置することが必要とされており、以後、原則と

して四半期ごとに開催する。 

同委員会は、オーナー及びテナント（連邦政府機

関）のエネルギー部門の代表者から構成され、エ

ネルギー管理計画の実施に関する事項その他のグ

リーンリースに係る連絡調整、助言、記録の管理

などを行う。なお、同委員会は、意思決定機関で

はなく、法的な権限を行使するものでもない。 

 

（３）エネルギー管理計画(Energy Management 

Plan) 

GLSひな形 A1・A2、B1・B2及び C1・C2の場合に

ついて、オーナー及びテナント（連邦政府機関）

は、契約開始日から３箇月以内にエネルギー管理

計画に合意・署名することが必要とされており、

原則として２年ごとに見直しを行う。 

エネルギー管理計画では、尐なくとも、ひな形の

パターンに応じてオーナー又はテナントが NABERS

の格付けを維持するために必要な効率的なエネル

ギー管理に関する事項などが定められる。 

 

（４）紛争処理条項 

グリーンリース特約に関して当事者の一方が義

務を履行していないと認めるときは、他方の当事

者は改善通知を行い改善計画について協議する。 

当事者間で協議が整わない場合、いずれかの当事

者の請求により、オーストラリア仲裁人・調停人

協会が専門家を指名する。専門家は、両当事者か

ら主張をきき、解決策を決定する。専門家による

決定は最終的なものであり、両当事者を拘束する

（グリーンリース特約にその旨の規定がある）。当

事者の一方が義務を履行しない場合、他方の当事

者が自ら改善措置を講じ、その費用を相手方に請

求することもできる。この場合、必要があれば、

相手方の管理部分に立ち入ることができる。 

 

 

５ サステナブル不動産ガイド 

 （ニューサウスウェールズ州） 

 

ニューサウスウェールズ州は、サステナブル不動

産の普及を促進するために詳細なガイドブックを

公表している[7]。そのなかで、グリーンリースに

関する章が設けられており、オフィスビルの運用

ルールの参考例が掲載されている。その概要をま

とめると、次のとおりである。 

○テナントのコミットメント： テナントは、オ

ーナーのサステナビリティに関するコミット

メントを支援するようなやり方で専用部分を

使用するよう、全ての実用的な手段を講ずる。 

・ サステナブルな内装： テナントは省エネ

ルギー、節水、室内空気質等に考慮した内

装の設計・工事を行う。オーナーはサステ

ナブルな内装に関するガイドを提供できる。

テナントは、ＮＡＢＥＲＳ Energy 及び

Green Starr Office Interiorsに従った環

境上の格付 けを取得する［必要な星の数を

記載する］。 

・ 照明のコントロール： テナントは効率的

な照明の管理を行う。オーナーは、省エネ

ルギーを促進するため、可能な場合には、

テナント占有部分についてビル運営管理シ

ステムを作動させる方法について協議する。 

・ エネルギー及び温室効果ガスの最小化：    

テナントは、空調設備や照明についてオー

ナーが認めていない非効率な操作を行わな

い。窓やブラインドの不適切な開閉を行わ

ない。補完の空調装置や湯沸器を設ける場

合は、省エネ機器を使用する。コンピュー

タ機器は省エネモデルを使用する。 

・ 節水： 蛇口、タンク、便器等の水漏れ等

は直ちにビル管理者に連絡する。プランタ

ー等がある場合は、乾燥に強い植物を用い

る。シャワーや食器洗浄機を設ける場合は、

節水機器を使用する。 

・ 廃棄物及びリサイクル： テナントは廃棄

物を最小化するようにし、オーナーが提供

する収集リサイクルシステムを利用する。 

・ 室内空気質及び環境品質： テナント又は

その請負契約者等は、室内空気質及び環境

品質に悪影響（騒音等）を及ぼす可能性が

ある行為を行わない。 

・ 交通： テナントの従業員及び定期的訪問

者は、公共交通機関を使用するよう奨励す

る。オーナーは、自転車通勤を促進するた

め、駐輪場を設ける。 

 

○オーナーのコミットメント 

・ サステナビリティに関するコミットメン

ト： オーナーは、望ましいアウトカム目

標［例えば、NABERS Energy 星 4.5、Water 

星 3.5、Green Star 星４などの具体的な目

標を記載する］を達成するため、ベースビ

ルを運営及び管理する。 

・ サステナビリティに関するパフォーマンス

のモニター及び報告： オーナーはサステ

ナビリティに関するコミットメントをモニ

ターし、そのパフォーマンスを定期的に報

告する。 

・ エネルギー消費又は温室効果ガス排出の上

限設定： オーナーがエネルギー消費又は

温室効果ガス排出の上限を設定し、テナン

トのコストがこれを上回った場合は、オー

ナーがテナントに超過分を返金する。 

 

○オーナーとテナントの共同委員会 

・ オーナー及びテナントの代表者によって構

成される環境管理委員会を設置する。同委

員会は、格付け目標に従ったビルの環境パ

フォーマンスのモニター及び改善、テナン

トの運用のモニター及び改善、オーナーと

テナントの協力による環境パフォーマンス

の最適化、環境改善に関するオーナーへの

助言などを行う。 

 

 

６ グリーンリースガイド 

 

グリーンリースガイドは、オーストラリアの大手

不動産事業者であるインベスタ(INVESTA)社が、ニ

ューサウスウェールズ州環境・気候変動省(NSW 

DECC)、シドニー市、メルボルン市及びシドニー工

科大学(UTS)と共同で作成した、オフィスのグリー

ンリースに関するガイドブックである[8]。これは、

UNEP-FI のレポート[2]やオーストラリア連邦政府

のガイドブック[3]でも紹介されている。 
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これは、初めにグリーンリースに関するメリット

を説明し、そしてオーナー及びテナントそれぞれ

の取組みに関するコミットメント及びチェックリ

ストを、エネルギー、水、廃棄物、室内環境等の

分野ごとに具体的に記述している。コミットメン

ト及びチェックリストの内容は、上述のニューサ

ウスウェールズ州のガイドブックと重複するもの

が多いので詳細は省略するが、このグリーンリー

スガイドの特徴のひとつは、グリーンリースにす

ることの意義及びメリットに関する説明が随所に

付記されていることである。そのいくつかを挙げ

ると、次のとおりである。 

・ ABGR（NABERS Energy）の星０を星５にした場

合、年間のエネルギー料金は、21豪ドル/㎡か

ら８豪ドル/㎡に節約される。 

・ 典型的な乗用車１台が年間に排出する CO2の量

と、わずか 16㎡の典型的なオフィス床が排出

する CO2の量は同じである（オフィス床の CO2

排出量は年間 280kg/㎡）。 

・ NABERS Water について、星１のトイレは星４

に比べて年間で約 10万リットルのより多くの

水を使用する。水を使わない小便器は、典型的

には年間で 15万リットル/台の節水となる。 

・ オーストラリアでは、毎年 60百万㎡のカーペ

ットが新たに敷かれ、６万トンの使用済みカー

ペットが廃棄されている。 

・ ニューサウスウェールズ州では、約 10万人が

通勤に自転車を利用している。 

 

 

７ シティスイッチ・グリーンオフィス 

  (CitySwitch Green Office) 

 

シティスイッチ・グリーンオフィスは、シドニー、

ノースシドニー、パラマッタ、ウィロビー、アデ

レード、ブリズベン、メルボルン及びパースの各

都市とニューサウスウェールズ州及びビクトリア

州が共同で行っているプログラムであり、オフィ

ステナントの省エネルギーを促進することにより、

温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化対策に

資することを目的としている[9]。 

同プログラムには、現在、228のテナント（オフ

ィス床面積で 1,237千㎡）が参加している。今後、

2012年までに 3,400千㎡のテナントの参加を目標

としており、これは対象都市の正味貸床面積（NLA）

の約 20％に相当する。 

同プログラムは、基本的にテナントの自主的な取

組みを促進するものであり、同プログラムに参加

するテナントは、NABERS Energy Tenancy（エネル

ギー テナント部分）について星４以上の格付けを

取得・維持することとしている。星４の水準は、

既存のオフィスでも運用の改善などにより達成可

能なレベルとされており、既存のオフィスビルの

省エネ化の促進に焦点を置いている。同プログラ

ムは、このようなテナントによる格付けの取得・

維持の支援を行う。 

 

 

８ グリーンリースの事例 

 

以下では、UNEP-FI のレポート[2]及びオースト

ラリア連邦政府のガイドブック[3]で紹介されて

いる事例のうち、グリーンリースに関連するもの

について記す。 

 

（１）インベスタ（INVESTA）社の事例 

インベスタ（INVESTA）社は、オーストラリアの

大手不動産事業者であり、シドニー、メルボルン、

ブリズベン等で 47棟のオフィスビルを所有・運営

している。同社は、2007年に MSRE(Morgan Stanley 

Real Estate)に買収され株式非公開会社となった

が、オーストラリア証券取引所に上場していた当

時は、社会的責任投資（SRI）に関する国際的な株

式評価指標であるダウ・ジョーンズ・サステナビ

リティ・ワールド・インデックス（DJSI World）

の不動産部門で１位を獲得していた[10]。 

上述したグリーンリースガイドも同社の取組み

のひとつであるが、特に特徴的なものとして

UNEP-FI のレポート[2]で取り上げられているもの

が、グリーンハウス保証（Greenhouse Guarantee）
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これは、初めにグリーンリースに関するメリット

を説明し、そしてオーナー及びテナントそれぞれ

の取組みに関するコミットメント及びチェックリ

ストを、エネルギー、水、廃棄物、室内環境等の

分野ごとに具体的に記述している。コミットメン

ト及びチェックリストの内容は、上述のニューサ

ウスウェールズ州のガイドブックと重複するもの

が多いので詳細は省略するが、このグリーンリー

スガイドの特徴のひとつは、グリーンリースにす

ることの意義及びメリットに関する説明が随所に

付記されていることである。そのいくつかを挙げ

ると、次のとおりである。 

・ ABGR（NABERS Energy）の星０を星５にした場

合、年間のエネルギー料金は、21豪ドル/㎡か

ら８豪ドル/㎡に節約される。 

・ 典型的な乗用車１台が年間に排出する CO2の量

と、わずか 16㎡の典型的なオフィス床が排出

する CO2の量は同じである（オフィス床の CO2

排出量は年間 280kg/㎡）。 

・ NABERS Water について、星１のトイレは星４

に比べて年間で約 10万リットルのより多くの

水を使用する。水を使わない小便器は、典型的

には年間で 15万リットル/台の節水となる。 

・ オーストラリアでは、毎年 60百万㎡のカーペ

ットが新たに敷かれ、６万トンの使用済みカー

ペットが廃棄されている。 

・ ニューサウスウェールズ州では、約 10万人が

通勤に自転車を利用している。 

 

 

７ シティスイッチ・グリーンオフィス 

  (CitySwitch Green Office) 

 

シティスイッチ・グリーンオフィスは、シドニー、

ノースシドニー、パラマッタ、ウィロビー、アデ

レード、ブリズベン、メルボルン及びパースの各

都市とニューサウスウェールズ州及びビクトリア

州が共同で行っているプログラムであり、オフィ

ステナントの省エネルギーを促進することにより、

温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化対策に

資することを目的としている[9]。 

同プログラムには、現在、228のテナント（オフ

ィス床面積で 1,237千㎡）が参加している。今後、

2012年までに 3,400千㎡のテナントの参加を目標

としており、これは対象都市の正味貸床面積（NLA）

の約 20％に相当する。 

同プログラムは、基本的にテナントの自主的な取

組みを促進するものであり、同プログラムに参加

するテナントは、NABERS Energy Tenancy（エネル

ギー テナント部分）について星４以上の格付けを

取得・維持することとしている。星４の水準は、

既存のオフィスでも運用の改善などにより達成可

能なレベルとされており、既存のオフィスビルの

省エネ化の促進に焦点を置いている。同プログラ

ムは、このようなテナントによる格付けの取得・

維持の支援を行う。 

 

 

８ グリーンリースの事例 

 

以下では、UNEP-FI のレポート[2]及びオースト

ラリア連邦政府のガイドブック[3]で紹介されて

いる事例のうち、グリーンリースに関連するもの

について記す。 

 

（１）インベスタ（INVESTA）社の事例 

インベスタ（INVESTA）社は、オーストラリアの

大手不動産事業者であり、シドニー、メルボルン、

ブリズベン等で 47棟のオフィスビルを所有・運営

している。同社は、2007年に MSRE(Morgan Stanley 

Real Estate)に買収され株式非公開会社となった

が、オーストラリア証券取引所に上場していた当

時は、社会的責任投資（SRI）に関する国際的な株

式評価指標であるダウ・ジョーンズ・サステナビ

リティ・ワールド・インデックス（DJSI World）

の不動産部門で１位を獲得していた[10]。 

上述したグリーンリースガイドも同社の取組み

のひとつであるが、特に特徴的なものとして

UNEP-FI のレポート[2]で取り上げられているもの

が、グリーンハウス保証（Greenhouse Guarantee）

である[11]。 

グリーンハウス保証は、オフィステナントに対し

て効率的でリスクフリーな省エネ対策を促すため

の仕組みである。この仕組みは、先ず、これを希

望する新規又は既存のテナントに対して、インベ

スタ社が ECS(Energy Conservation Systems)社と

共同で調査を行い内装の設計及び運営に関する提

案を行う。テナントがこの提案に基づいて内装（既

存テナントの場合は省エネ設備への改装）を行っ

た場合、インベスタ社はテナントに対して NABERS 

Energy の格付けの取得を保証するとともに、電力

料金の上限保証を行う。電力料金が保証上限を超

えた場合は、超過分はテナントに返金される。ま

た、超過分についてはグリーン電力（GreenPower）

が購入され、温室効果ガスの排出はないものとみ

なされる。なお、オーストラリアのグリーン電力

購入制度は、ニューサウスウェールズ州を中心と

して各州の共同で運営されており、利用者は再生

可能エネルギー証書（REC: Renewable Energy 

Certificates）の購入を通じてグリーン電力を購

入する[12]。また、このプログラムに基づいて省

エネ対策を行うテナントについて、ニューサウス

ウェールズ州の水・エネルギー節約基金による助

成が受けられる[13]。 

この仕組みは 2004年から始められ、現在、オフ

ィス床面積で 50,000㎡以上のテナントが利用して

いる。シドニーの Deutsche Bank Place ビルの事

例では、あるテナント（法律事務所）は、このプ

ログラムを利用した結果、ABGR（現在の NABERS 

Energy）の星４を取得し、年間で 144,476KWhの電

力が節約され、それによる電力料金の節約が年間

19,965豪ドル、CO2の排出量の削減が年間 133トン

となった[14]。 

 

（２）ストックランド(Stockland)社の事例 

ストックランド（Stockland）社は、オーストラ

リアの大手不動産事業者である。ダウ・ジョーン

ズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス

（DJSI World）では、2008-9 年の不動産部門で金

（Gold Class）となっている。また、シドニーに

ある同社の本社オフィスは、上述のグリーンスタ

ー（Green Star）–オフィス内装（Office Interiors）

について、最初に星６を取得したものである[15]。 

同社の取組みとしてオーストラリア連邦政府の

ガイドブック[3]で紹介されているものに、保有す

る資産全体に関するサステナビリティの目標設定

がある。すなわち、新規ビルだけでなく、既存ビ

ルも含めたストック全体の底上げを図るための取

組みがなされている。例えば、同社はオーストラ

リア国内で約 40棟のオフィスビルを所有・運営し

ているが、そのオフィスビル全体の平均で、2005

年時点で NABERS Energyが星 2.5、Waterが星 1.2

であったものを、いずれも 2008年までに星 3.5に、

さらに 2014年までに星 4.0に引き上げることとし

ている。2008年時点の実績では、Energyが星 3.4、

Water が星 3.6 であり、Energy は目標をやや下回

り、Waterは目標を上回る結果となっている。また、

個別のオフィスビルごとの格付けの推移も公表さ

れている[16]。 

 

（３）500 Collins Street ビル 
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るオーストラリアの投資会社である Kador Group

が、同ビルを取得した。同ビルは既に市場のニー

ズに合わなくなっていたことから、同グループは、

サステナブルな要素を組み込むことで同ビルの品

質を向上させるため、同ビルの改装を行うことと
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改装は、ビルの入居率を 80％に維持したままで

行うという方針が立てられ、段階的な工事が実施

された。同ビルは、既存ビルの改装に関する事例
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改装の内容は、まず、エネルギー利用について、
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合する内容を目標とした（格付けは手続中）。具体

的には、空調設備についてチルドビーム（chilled 

beam）の導入、照明設備について T5型スリム蛍光

管への交換・センサーによる制御、太陽熱温水装

置の設置、サブメーター設置によるモニタリング

などが行われた。水利用については、節水型トイ

レや水を使わない小便器への交換、植栽等への雨

水利用などが行われた。 

 

（４）GPTグループの事例 

GPTグループは、オーストラリアの大手不動産事

業グループである。同グループは、ダウ・ジョー

ンズ・サステナビリティ・ワールド・インデック

ス（DJSI World）の 2010 年不動産部門において、

１位（部門リーダー）を獲得している[18]。 

同グループによる取組みのうち、特に特徴的なも

のとして UNEP-FIのレポート[2]で取り上げられて

いるものが、エコロジカル・フットプリント（EF）

の計算手法の開発とリース契約への適用である。

なお、エコロジカル・フットプリントとは、例え

ば、全ての人が平均的米国人と同じ生活水準を享

受するためには地球が５個必要だというような、

人間の活動が環境に与える負荷を定量化する手法

であり、人間の活動を持続的に支えるために必要

な土地の面積（グローバル㎡）として指標化され

る。 

同グループは、2004 年から、ビクトリア州環境

保護庁（EPA）及び NPOのグローバル・フットプリ

ント・ネットワークと共同で、小売（リテイル）

に関するエコロジカル・フットプリントの計算手

法を開発しており、ビクトリア州環境保護庁のサ

イトで公表されている[19]。これは、ショッピン

グセンターに関するエコロジカル・フットプリン

トを計算するもので、ベース部分とテナント部分

とで分けて算定できるようになっている。前提と

なる伝統的なショッピンッグセンターの開発では、

貸床面積１㎡について約 2,800 グローバル㎡のフ

ットプリントを要するものとされている[20]。 

適用事例としては、同グループがシドニー郊外で

開発したラウズヒル・タウンセンター（Rouse Hill 

Town Centre）が挙げられている。この開発は、2008

年３月に完成したもので、約 65,000㎡のリテイル

床がある。同グループはテナントと“グリーンリ

ース”契約を締結し、これにより各テナントはエ

コロジカル・フットプリントを計算することとさ

れている。同タウンセンターは、同規模の伝統的

なショッピングセンターと比較して、フットプリ

ントが 26％尐なくなったとしている[21]。 

 

 

９ おわりに 

 

以上でオーストラリアにおける取組みを概観し

たが、その特徴をまとめると次のとおりである。 

 

・ オーナーとテナントのそれぞれについて、実現

可能で分かりやすい目標とそれを表す指標が

設定されていること。 

・ その目標をオーナーやテナントを初め行政を

含めた関係者が共有して、協働の取組みが行わ

れていること。 

・ テナントのインセンティブを高めるために、リ

ース契約上の新たな工夫がみられること（グリ

ーンハウス保証）。 

・ 民間主導の取組みを行政が積極的にくみ上げ、

官民が連携した取組みが行われていること。 

・ 連邦などの政府機関が、自らテナントの立場と

しても先導的な取組みを行っていること。 

・ 取組みの結果が投資者を含めたマーケットに

対して分かりやすくアピールされ、企業の社会

的評価の向上につながっていること。 
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